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ＵＳＡＧＩ通信はメールでの送信も可能です！！弊社ホームページhttp://3215.co.jp/からメールアドレスをお知らせ下さい。

新規契約、更新契約後の賃料にご注意新規契約、更新契約後の賃料にご注意!!!!

誤った家賃入金は早期の対応が必要です。

弊社へ管理を委託いただいている物件につきましては、賃貸人様のご依頼により、

弊社から、お知らせを賃借人様へ書面にて通知いたします。

新規契約者や更新契約者が多いこの時期は、

正しい賃料が入金されているかの確認が必要です。

特に、更新料廃止により、新しい賃貸条件で更新した部屋や、

設備を新設したことにより、新しい賃貸条件にした物件、

新規入居者から新しい賃料に変更した部屋　等

がある場合は注意して下さい。


